
 

- 1 -

「日本国憲法の改正手続に関する法律案」提案理由説明（案） 

 

平成 18 年 6 月 1 日(木) 

自由民主党 船 田  元 

 

 ただいま議題となりました自由民主党及び公明党共同提出の「日本国憲法の改正手

続に関する法律案」につきまして、提出者を代表して、提案の理由及び内容の概要をご

説明申し上げます。 

 

 日本国憲法は、その第９６条において改正手続を定めているにもかかわらず、そのため

の具体的な国民投票法制につきましては、日本国憲法が施行されてから６０年近くを経

過しようとしている今日に至るまで、整備されてまいりませんでした。このような基本的な

憲法附属法典の整備は、国民の負託を受けている私ども国会議員の基本的責務である

と言っても過言ではありません。憲法改正国民投票法制の整備は、憲法制定権力の担

い手である国民がその権利を行使する制度を整備することであり、憲法改正に対する国

民の主権を回復し、真の国民主権を具体化することにほかならないからであります。 

昨年の特別会において設置されて以来、本特別委員会においては、憲法改正国民

投票法制全般に関して、各会派からの意見表明、有識者を招致しての参考人質疑、委

員間の自由討議など、実に活発なご議論をしていただいてまいりましたが、本年３月から

は、これと並行して、理事懇談会の場で、具体的な法制度の設計に関する「論点整理」

を進めてまいりました。その結果は、委員各位にも資料にてご報告しているとおりでありま

すが、自由民主党、公明党及び民主党の３党間においては、法制度設計に当たっての

ほとんどの事項について共通の認識が得られるところまでまいりました。しかし同時に、な

お、いくつかの重要な点において意見の相違が確認されたところでもあります。 

今後は、お互いが、現時点で最良と考える法制度について具体的な法律案の形で提

出し、これを国会の委員会・本会議という国民に見える公の場において議論をし、かつ、

これに対するご意見・ご批判をいただきながら、さらに幅広い合意形成を目指してより良

いものにしていくことが、憲法という国家の基本ルールの改正に関する手続法の制定手

続として望ましい、と考えました。これが、本法律案の提出に至る経緯でございます。 

 

以下、本法律案の主な内容についてご説明申し上げます。 

 

 第一は、本法律案は、あくまでも日本国憲法第９６条の実施法であり、「憲法改正国民

投票」だけを対象としているものであります。 

第二に、「国民投票の期日」は、国会が憲法改正を発議した日から起算して６０日以

後１８０日以内において、国会自身が議決した期日に行うことといたしております。 
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第三に、「投票権者」については、日本国民で年齢満２０年以上の者としております。 

 第四に、憲法改正の発議があったときは、憲法改正案の内容の広報活動を行うため、

国会に両議院の議員各１０名で構成する「憲法改正案広報協議会」を設置することとい

たしております。 

 第五に、「投票の方式」については、賛成するときは○の記号を、反対するときは×の

記号を自書することし、白票は無効票としております。そして、賛成の投票数が有効投票

総数の２分の１を超えた場合に、国民の承認があったものとしております。 

 第六に、「国民投票運動」についてですが、国民投票運動は基本的に自由とし、投票

の公正さを確保するための必要最小限の規制のみを設けることといたしました。 

その上で、①投票事務関係者や特定公務員の在職中の国民投票運動の禁止、②公

務員等や教育者の地位を利用して行う国民投票運動の禁止、③国民投票の期日前一

週間のテレビ・ラジオにおける広告放送の制限、等に関する規定を設けております。④

他方、政党等に対する、テレビやラジオ、新聞における無料広告枠の提供といった国民

投票運動の一部公営に関する規定も設けております。 

第七に、「罰則」についても、①投票の公正さを確保するための必要最小限の規定の

みを設けることとしたほか、②いわゆる買収罪についても、その対象を社会常識的な範囲

を逸脱する悪質な行為に限定するべく、「組織により、多数の投票人に対し、賛成又は

反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為であって、その報酬として、金銭や投票行

動に影響を与えるに足りる物品を供与する行為等」に限ることといたしたところでありま

す。 

 第八に、憲法改正の発議手続を整備するため国会法の一部を改正することとしており

ます。その内容は、憲法改正原案を発議する場合の賛成者の員数要件、憲法改正原案

を審査する憲法審査会の設置、そして憲法改正原案という重要議案を審査することに伴

う憲法審査会における審査手続の特例等であります。 

 最後に、この法律の規定のうち国民投票の実施に関する部分は、公布の日から起算し

て２年を経過した日から、また、国会法の一部改正の部分は、公布の日以後初めて召集

される国会の召集の日から、それぞれ施行することといたしております。 

 

 以上が、この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。 

 委員各位におかれては、何とぞ、慎重なご審議をいただきました上で、速やかにご可

決くださいますようお願い申し上げます。 

以 上 


